
玉東町障がい者福祉計画等策定業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本業務は、現行計画の達成状況を把握及び検証した上で、障害福祉に係る関

係法や制度の改正、障害者を取り巻く環境の変化、国及び県の動向並びに町

民、関係団体及び事業者等のニーズを踏まえ、今後の障害者施策を総合的かつ

効果的に推進するため、新たな計画である第４次玉東町障がい者計画、第８期

玉東町障がい福祉計画及び第４期玉東町障がい児福祉計画を相互の整合を図り

ながら策定することを目的とする。 

そのための委託業者の選定に当たって、事業者の提案内容や能力等を総合的

に判断し、本業務に最も適した事業者を選定するため、公募型プロポーザル方

式により実施するものとし、必要な手続きなどをこの要領に定めるものとす

る。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

玉東町障がい者福祉計画等策定業務 

(2) 業務内容 

別紙「玉東町障がい者福祉計画等策定業務委託仕様書」のとおり。 

(3) 委託期間 

   契約締結日から令和９年３月２９日まで 

(4) 契約金額 

   契約上限額は、４，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

  以内とする。なお、契約上限額は、業務提案のために提示した額であり、

契約金額ではない。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルの参加に当たっては、次に掲げる要件を満たしていること

を条件とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しないこと。 

(2) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立て、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始

の申立てがなされていないこと。 

(3)法人及びその役員並びに個人が、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員



（以下「暴力団員」という。）若しくは同条第２号に規定する暴力団若し

くは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

(4) 本手続きへの参加の希望を表明する書類の提出の時点において、国税及

び町県民税の滞納がないこと。 

(5) 過去５年以内に、地方公共団体において障害者計画、障害福祉計画、障

害児福祉計画又はこれらに類する福祉分野の計画策定支援業務を受託した

実績を有すること。 

(6) 本業務を確実に履行できる実施体制を有していること。 

(7) 個人情報の保護及び情報管理を適切に行うことができる体制を有してい

ること。 

               

４ 公募から契約までの日程 

(1) 手続開始の公告日 

令和８年４月２０日(月) 

(2) 参加表明書類等の提出期限 

令和８年５月１日(金) 午後５時まで 

(3) 質問書の提出期限 

 令和８年５月８日(金) 午後５時まで 

(4) 質問に対する回答日    

令和８年５月１２日(火） 

(5) 企画提案書等の提出期限    

令和８年５月１８日(月) 午後５時まで 

(6) 書類審査の結果通知及び参加要請書の送付       

令和８年５月２１日(木)予定 

(7) プレゼンテーション審査の実施 

 令和８年５月２７日(水)予定 

(8) プレゼンテーション審査の結果（選定又は非選定）通知       

令和８年５月２９日(金)予定 

(9) 契約の締結         

令和８年６月上旬予定  

 

５ 提案公募書類の交付 

書類は、令和８年４月２０日(月)から令和８年４月２７(月)までの間に、

玉東町公式ホームページからダウンロードすること。 

(1) 玉東町障がい者福祉計画等策定業務委託公募型プロポーザル実施要領 

(2) 玉東町障がい者福祉計画等策定業務委託仕様書 

(3) 参加表明書（様式第１号） 



(4) 企画提案書等の提出について（様式第２号） 

(5) 会社概要書（様式第３号） 

(6) 業務実施体制（様式第４号） 

(7) 業務実績報告書（様式第５号） 

(8) 見積書（様式任意） 

(9) 質問書（様式第６号） 

(10) 暴力団排除に関する誓約書（様式第７号） 

 

６ 参加表明書類等の提出 

プロポーザルへの参加意思確認のため、下記の書類を令和８年５月１日

(金)午後５時までに各１部を持参又は郵送（提出期限内に必着のこと）によ

り下記宛てに提出すること。 

なお、この書類の提出がなかった者については、本プロポーザルへの参加

を認めない。また、参加表明書提出後のいかなる時期においても参加を辞退

することは可能とし、辞退したことによる不利益な取扱いは行わない。 

(1) 提出書類 

① 参加表明書（様式第１号） 

② 国税及び市町村税の滞納がないことが証明できるもの（滞納がない旨

の証明書または納税証明書。写しで可。ただし、提出日前3か月以内に発

行されたものに限る。） 

(2) 提出先 

玉東町役場 福祉課 

〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町大字木葉759番地 

TEL ０９６８－８５－３１３６ 

 

７ 質問の受付及び回答 

(1) 質問 

本プロポーザルに関する質問は質問書（様式第６号）により、令和８年  

５月１８日(月)午後５時までに下記受付先に電子メール、持参、郵送又は

ファックスで提出すること。 

なお、電話または口頭による質問は受け付けない。 

(2) 質問の受付先 

玉東町役場 福祉課 

〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町大字木葉759番地 

TEL ０９６８－８５－３１３６ 

FAX ０９６８－８５－３１６６ 

E-mail imuta-h@town,gyokuto.lg.jp  



(3) 質問に対する回答 

回答は、参加表明書を提出した全業者にメールで回答する。 

(4) その他 

期限までに提出されなかった質問に対しては回答できない。 

 

８ 企画提案書等の提出 

(1) 提出方法 

令和８年４月１０日(金)午後５時までに、玉東町福祉課に持参又は郵送

（提出期限内必着）により提出すること。 

(2) 企画提案書等提出書類及び提出部数について 

  企画提案書等は、次の表のとおり提出すること。 

提出書類 備考 部数 

企画提案書等の提出について 様式第２号 １部 

企画提案書 表紙 任意様式 

５部 

企画提案内容 ９(1)の提案項目に基づき作

成すること。ただし、仕上が

りはＡ４版とすること 

会社概要書 様式第３号 

業務実施体制 様式第４号 

業務実績報告書 様式第５号 

見積書 任意様式 １部 

暴力団排除に関する誓約書 様式第７号 １部 

 

９ 企画提案書等記載要件 

 ア 企画提案書の様式 

 (1)企画提案書は縦置き横書きで、基本的にＡ４版両面印刷で左綴じとす

る。ただし、表現の都合上用紙の方向を一部変更したり、記述方向を一部

縦書きとしたりすることは差しさえない。また、スケジュール等、資料の

作成上Ａ３版を利用したほうが分かりやすい場合は、Ａ３版の利用も可と

する。 

(2)企画提案書は、目次及びページ番号をつけること。なお、ページ数に制

限は定めない。 

イ 企画提案書の記載内容 



  別紙の仕様書をもとに、下記(1)～(9)の項目順に業務の進め方、手法等

の技術的な提案について企画提案の趣旨や独自提案などを簡潔かつ分かり

やすく記載すること。 

  なお、提案限度額の範囲内において、仕様書に定める内容に加え、専門

的見地から有益だと思われる事項を提案することを妨げない。 

(1) 会社概要及び業務執行体制の確保について 

（2）市町村障害者計画等の策定実績及び当該計画に関わる基礎調査の過去の

実績について 

（3）市町村障害者計画等の策定及び当該計画に関わる基礎調査の基本的な考

え方について 

（4）アンケート調査について 

  ①調査方法、調査対象及び調査人数の提案 

  ②調査表のサンプル（全種類の調査表の質問項目やレイアウト等提案） 

  ③調査報告概要版のサンプル 

  ④調査結果の計画への活用手法 

(5) 計画策定手順、スケジュール 

(6) 計画書の構成について 

(7) 玉東町の特性を踏まえた策定のポイントについて 

(8) 障害者福祉計画等策定委員会の会議支援について 

(9) 報告書や提言書をわかりやすく、読みやすくするための工夫について 

 

１０ 審査方法 

(1) 書類審査 

  担当課において、応募者から提出された参加証明書類及び企画提案書

等により、参加資格要件を満たしているかの判定を行う。 

 書類審査の結果、適当と認めた応募者に対し、プレゼンテーション審

査への参加要請書（日時、会場等の通知）を送付する。プレゼンテー

ション審査の実施順番は、企画提案書の受付順とする。 

(2) プレゼンテーション審査 

書類審査で合格した応募者を対象に、別に定める本町内部のプロポーザ

ル審査委員会において、企画提案書、見積書、プレゼンテーション及びヒ

アリングの内容について審査を行い、最優秀提案者を選定する。 

なお、審査の詳細については、プロポーザル審査委員会で決定する。 

(3) 審査方法 

①プレゼンテーションは３０分以内とする。 

②プレゼンテーション後、１０分程度のヒアリングを行う。 

③ヒアリングでの発言は、企画提案書と同等の取扱いとする。 



④プレゼンテーションは提出済みの企画提案書の内容の範囲内で行うもの 

とし、企画提案書の内容を逸脱しないこと。 

⑤プレゼンテーション出席者は、担当予定技術者を含め３名以内とする。 

⑥プロジェクター及びスクリーンについては町が用意する。パソコン及び 

外部ネットワーク接続（インターネット）環境は確保しないので、必要 

に応じて各応募者で準備すること。 

⑦配布資料については、原則認めない。ただし、企画提案書の内容を補足 

説明するために必要と認められる場合は、この限りではない。なお、追 

加資料である場合は、審査の対象としないことがある。 

(4) プレゼンテーション審査の評価項目等 

 応募者の企画提案書、見積書及びプレゼンテーションに対して予定する

評価項目及び評価の視点は次の表のとおりとする。 

区分 評価項目 評価基準 

体裁 資料の正確性 
資料構成が明確で、誤字脱字などが少

なく、分かりやすいか。 

業務の実施体制 

体制 
業務実施にあたり、十分な人員配置及

び組織体制が確保されているか。 

担当者 
業務を担当する者が計画策定業務に関

する知識や経験を有しているか。 

実績 

障害者福祉計画等及

び基礎調査に係る実

績 

過去又は現在において市町村の発注す

る福祉計画等及び基礎調査に関する実

績があるか。 

基本的な考え方 
障害者福祉計画等に

係る基本的な考え方 

計画の特徴など基礎的な知識を有し、

かつ現在、国から示される計画の策定

に係る情報などを把握しているか。 

アンケート調査 

調査表の内容 

調査方法や設問構成など、現計画を踏ま

え、次期計画のための課題把握しやすい

内容であるか。 

調査結果の計画への

活用方法 

調査結果を分析し、計画へ的確に反映

させる方法が示されているか。 

策定業務 

 

計画策定手順スケジ

ュール 

業務を遂行するにあたり、無理のない

工程で、計画策定を円滑に進められる

内容となっているか。 

計画書の構成提案 
わかりやすい計画書の構成提案となっ

ているか。 



計画策定ポイントの

提案 

国が示す内容が適切に盛り込まれてお

り、玉東町の実情、課題及び特性を踏ま

えた提案となっているか。 

会議の運営 
策定期間中に開催される委員会等への

運営補助体制や提案内容は適切か。 

プレゼンテーショ

ン 

説得力 
説明がわかりやすく、理論的で説得力が

あるか。 

取り組み姿勢 

質問に対する回答は的確か。また、質問

への対応に関して積極的に取り組む意

欲が感じられるか。 

見積価格 価格評価 価格について、適正な価格であるか。 

 

１１ 受託者の決定 

(1) プレゼンテーション審査での評価の合計点が最も高い者を最優秀提案者 

として選定する。ただし、評価の合計点が配点合計点の６割を満たさない 

場合は受託候補者として選定しない。 

(2)合計点が最も高い者が２者以上いる場合には、見積金額の低い者 

を最優秀提案者として選定する。 

(3) 応募者の最終の選定又は非選定については、その旨を通知する。 

(4) 選定した最優秀提案者は、受託候補者として、本業務の実施内容等にお 

いて協議を行う。 

(4) 前号の協議が整った場合は、予定価格の範囲内で随意契約を締結す 

(5) 受託候補者との協議が整わない場合は、次順位者と順次協議を行うこと 

がある。 

(6) 業務委託契約は、玉東町業務委託契約等に係る業者選定要領（平成２

６年告示第７２号）、玉東町財務規則（昭和３９年規則第１号）その他

の関係法令の規定に基づくものとする。 

 

１２ その他 

(1) このプロポーザルの応募に要する一切の費用は、応募者の負担とする。

また、提出されたプロポーザル参加表明書等及び企画提案書（以下「書類

等」という。）は返却しない。 

(2) 審査結果に関する質問及び異議申立ては受け付けない。 

(3) 提出された書類等は、このプロポーザル以外には使用しない。 

(4) 提出された書類等は、公正性、透明性及び客観性を期すため、公表する



ことがある。 

(5) 応募者が１者のみであった場合であっても、審査を実施し、業務を適切

に履行できると判断された場合は、受諾候補者として選定することがで

きる。 


